
①リサイクル料金が預託済みの場合
・車両価値部分と預託金相当額の合計額を譲渡者（旧所有者）へ支払います。

・預託金相当額の経理処理は、資産計上となります。なお、下取車を販売した際は、次の所有者から

預託金相当額と車両代金の合計額を受け取り、資産計上した預託金相当額は現金に振り替えます。

②リサイクル料金が未預託の場合
・車両価値部分のみを譲渡者（旧所有者）へ支払います。（リサイクル料金に関するやりとりはありません）

注１　リサイクル料金が預託済みの場合、譲渡者（旧所有者）への支払いがいくらであっても（仮に車両価値部分が０円で

あっても）、預託金相当額を支払ったとする経理処理は必ず必要となります。また、この経理処理を確実に行わ

ない場合、税務上の問題が発生し、リサイクル料金に関するトラブルが発生する可能性もありますのでご注意

ください。

注２　預託金相当額とは、 シュレッダーダスト料金　 エアバッグ類料金　 フロン類料金　 情報管理料金の合計金額です

（リサイクル券に明示されます）。

①リサイクル料金が預託済みの場合
・中古車として下取る場合と異なり、預託金相当額の最終所有者への支払いは不要です。

（最終所有者は、この時点で資産計上されていた預託金相当額について費用処理が可能となります）

②リサイクル料金が未預託の場合
・最終所有者によりリサイクル料金を支払っていただく必要があります（引取時預託）。

（ 詳細は59ページまたは64ページをご覧ください）

【留意事項】

・自動車リサイクル法の本格施行後は、リサイクル料金を自動車の所有者に事前に預託していただくこととなり、この

ため使用済自動車の取引価格は上昇し概ね有価となることが想定されていますが、運搬費用等については、必要な場

合には最終所有者からリサイクル料金とは別のものとしてお支払いいただくことも可能です。ただし、その際は、必要な

費用の用途を最終所有者に対し明確に説明していただくことが必要と考えられます。
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・使用済自動車として、来年（2005年）１月１日以降に引取業者が引き取る車両が、自動車リサイクル法対象

の自動車となります。

【留意事項】
・本年（2004年）12月31日までに引き取る使用済自動車については、従来どおりの廃棄物処理法およびフロン回収

破壊法の仕組みに従う必要があります。

・この場合、カーエアコン付使用済自動車に関しては、フロン回収破壊法に基づく自動車フロン券による費用収納や

自動車フロン類管理書が必要です。

・自動車の入庫の段階で、引取業者が使用済自動車・中古車のいずれであるかを判別することは、以下

の理由から極めて重要になります。

理由１ 使用済自動車としての引取りを行い、電子マニフェストシステムによる引取報告を行っ

た後は、原則としてその引取報告の取消しはできません。

※預託確認後、引取業者の引取報告がなされた車両は、その後再販（中古新規登録・検査）・中古車輸出等（輸出
抹消登録）を行うことも原則としてできません。

理由２ 使用済自動車として引き取るか中古車として下取るかで、以下の図のようにリサイクル料

金に関する対応が異なります。

・使用済自動車として引き取る場合は、その使用済自動車について、フロン類が充てんされたエアコンの有無、

エアバッグ類の有無を必ず確認する必要があります。また、使用済自動車に架装物が搭載されていた場合は、

その架装物がシュレッダーダストとなった後の処理・リサイクルに必要な費用もシュレッダーダスト料金に

含まれているか否かを確認してください。
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（1）自動車リサイクル法の対象となる自動車 【中古車として下取る場合】

（2）自動車入庫時の業務フローの概要
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中古車として 
下取った事業者 

リサイクル料金が預託済みの場合 リサイクル料金が未預託の場合 

車両価格部分のみを支払い 
（リサイクル料金に関するやりとりなし） 

車両価値 

預託金相当額 a c db

譲
渡
者（
旧
所
有
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） 

合計額を 
支払い注1

¥
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者
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¥
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注２ 

【使用済自動車として引き取る場合】

１．使用済自動車の引取りについての考え方

●a ●b ●c ●d
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・使用済自動車を引き取る際は、以下の方法でフロン類（エアコン）・エアバッグ類の装備確認を実車

にて行い、その結果に基づき、パソコン等による預託確認を行う必要があります。
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・リサイクル料金預託済みの使用済自動車を引き取る際の実務の流れは、概ね以下のとおりです。

カーエアコンシステム

確認手順

・フロン類装備の確認は、カーエアコン等の構造に関し十分な知識を有する方が以下の手順で行います。

・この場合でもカーエアコンシステムの搭載の状況を確認する
ことが必要です。  
　①カーエアコンの配管やゴムホースに裂傷や穴あきがない 
　②コンデンサーが破損していない  
　の双方が確認された場合には、フロン類が残存している可能性が
高いため、「フロン類装備あり」と判断します。 

・エンジンルーム内において、カーエアコンシステム搭載の有無
を確認します。 
　搭載が確認された場合、「フロン類装備あり」と判断します。 

　通常の場合 1

　車両の前方部が事故などで
　破損している場合 
2

※この際にフロン類種別の確認も行い、引取報告時には確認した種別（CFCまたはHFC）を入力してください。 

クーリング 
ユニット 

エアコン配管 

レシーバタンク 
コンプレッサー 

コンデンサー 

ゴムホース 

●【チャージバルブ（サービスバルブ）形状詳細】 

ネジ式 

低圧側 高圧側 

●CFC用 
　（低圧・高圧側とも） 

●HFC用 

２．使用済自動車引取時の具体的実務（リサイクル料金預託済みの場合）

（1）使用済自動車引取時の実務の流れ （2）装備・預託確認の実施

第4章　使用済自動車引取時の具体的な実務

①装備確認 
　（実車にて実施） 
 

・実車を見て、フロン類（エアコン）・エアバッグ類の装備の有無を
確認します。　 

③引取報告 
　（パソコン等にて実施） 

・フロン類の種別（フロン類（エアコン）装備ありの場合）、最終所有者名を
入力し、引取報告を実施します。　 

②預託確認 
　（パソコン等にて実施） 
 

・車検証等を参照しながら、車台番号等を入力して引き取る車両を検索します。 
・①で装備確認した装備状況を入力し、預託状況を確認します。 

④引取証明書の交付 
（リサイクル券等の活用） 

〈リサイクル券がある場合〉 
・リサイクル券の［B券］に必要事項を記入し、切り離して最終所有者に渡します。 

（［A券］は使用済自動車とともに引き取ります） 

〈リサイクル券がない場合〉 
・②の預託確認の画面上で引取証明書の様式を印刷する機能がありますので、

これを印刷の上必要事項を記入し、最終所有者に渡します。 

（　 詳細は52ページをご覧ください） 

 

（　 詳細は次ページをご覧ください） 

 

（　 詳細は55ページをご覧ください） 

 

（　 詳細は57ページをご覧ください） 

 

①-1フロン類（エアコン）の装備確認方法



エアバッグ類は、主に以下の図にある各部位に装備されています。

●1 運転席・助手席・サイド・シートベルトプリテンショナーの各部位のエアバッグ類の有無を
表示等により確認してください。
車台に装備されたエアバッグ類は、それぞれの装備部位に以下の表示等があります。

●a●b ●cの表示例：
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●2 運転席・助手席・サイド・シートベルトプリテンショナーの各部位のエアバッグ類につい
て、作動の有無を確認してください。

●1 すべての部位（運転席・助手席・サイド・シートベルトプリテンショナー等）が作動済み、
または明らかにエアバッグ類の装備がない場合
エアバッグ類の実車装備「無」と入力してください。（ 詳細は54ページをご覧ください）
※自動車メーカー等が出荷段階でエアバッグ類装備車両と認識している車両に対し、実車装備「無」と入力した場合は、

資金管理システム上で再確認を求める旨の表示がでますので、あらためて上記手順に従って確認してください。

●2 いずれかの部位（運転席・助手席・サイド・シートベルトプリテンショナー等）に未作動の
エアバッグ類が残っている場合
エアバッグ類の実車装備「有」と入力してください。（ 詳細は54ページをご覧ください）
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①-2エアバッグ類の装備確認方法

運転席エアバッグ 

助手席エアバッグ 

サイドエアバッグ 

d-1

d-3
d-2

カーテンエアバッグ 

シートベルトプリテンショナー 

a

b

c

d

d-1

d-3

d-1

d-2

リトラクター：巻取り装置 

ファイナルアンカー 

バックル 

エアバッグ類の装備例

助手席エアバッグ 運転席エアバッグ サイドエアバッグ 

表示 
位置例 

a b c

運転席・助手席の両側を 
確認してください。 
運転席・助手席の両側を 
確認してください。 

バックル部 

Ｐ Ｒ Ｅ 
P ： プリテンショナー 

R ： リトラクター部　L ： ファイナルアンカー部　B ： バックル部 
＜装備位置＞ 

＜作動方式＞ 
 E  ： 電気式 
M ： 機械式 

表示例  

シートベルトプリテンショナー d
シートベルトプリテンショナーの装備位置や作動方式については、ファイナルアンカー部の 
タグに表示されています（一部の車種には表示がないものもあります）。 

（巻取り装置） 

ファイナルアンカー部 

確認方法

未作動 作動済み 

助手席エアバッグ 運転席エアバッグ サイドエアバッグ 

作動例  

a b c

作動例  

シートベルトプリテンショナー d

リトラクター部（巻取り装置） 
　シートベルトが引き出せない状態 

ファイナルアンカー部・バックル部 
　著しく引き込まれている状態 

バックル部（例） 

資金管理システムでの入力

画面イメージ

AIRBAG SRS SRS AIRBAG



メニュー選択

・実車による装備確認において確認したフロン類（エアコン）とエアバッグ類の装備の有無をパソコンの画

面上に入力することで、リサイクル料金が預託されているか否かの確認を行います。

（預託済であっても預託確認を行わなければ、電子マニフェスト制度による引取報告ができません）

・パソコン画面上の預託確認の流れは以下のとおりです。

・パソコン画面上で預託確認を行うためには、まず、資金管理システム※に接続（ログイン）することが必要

です。

・自動車リサイクルシステムへの事業者登録完了後に送付された預託確認用の事業所コードとパスワード

を入力してください。

※預託確認を行う際の事業所コードと電子マニフェスト制度による移動報告を行う際の事業所コードは異なりますので、
預託確認用の事業所コードを入力してください。

業務メニューの中から、「１.２引取
車両検索」を選択して、クリックし
ます。

預託確認を行うメニュー
を選択します。
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②パソコン画面上での預託確認
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預託確認用の事業所コードを
入力します。（辞書機能あり）

パスワードを入力します。

「ログイン」ボタンをクリックします。

資金管理システムに接続
（ログイン）します。

●1
●2

●3

資金管理システムログイン●a

●b

●1

●2

●3

●4

資金管理システムログイン メニュー選択 車両検索 実車装備入力 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒
●a ●b ●c ●d ●e

●4

資金管理システムログイン メニュー選択 車両検索 実車装備入力 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒

車両の検索は「車台番号下４桁
※

＋登録・車両番号」または「車台

番号下４桁＋リサイクル券番号」

で行います。

※職権打刻番号の場合は、全桁を入力します。

預託確認を行う車両を検索します。

●5

●5

●5

●6

●5 入力が完了したら、「検索」ボタン

をクリックします。

※登録・車両番号、リサイクル券番号がともに
不明な場合は、「単一情報検索」ボタンを
クリックし、車台番号全桁を２回入力する
ことで車両を検索します。

●6

資金管理システムログイン メニュー選択 車両検索 実車装備入力 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
● a ● b ● c ● d ● e
資金管理システムログイン メニュー選択 車両検索 実車装備入力 預託状況表示 

●a ●b ●c ●d ●e

●a ●b ●c ●d ●e

車両の検索●c

※資金管理法人が運営



リサイクル料金がすべて預託済の場合
は、そのまま電子マニフェストによる引取
報告を行うことが可能です。

「引取報告へ」ボタンをクリックします。

引取報告については次ページをご覧ください。

※当該車両のリサイクル料金がすべて
預託済の場合は、すでに預託され
ている金額（資金管理料金は表示
されません）が表示されます。

※最終所有者がリサイクル券を保持し
ていない場合は、「引取証明書等」
ボタンをクリックし、引取証明書の
様式を印刷することが可能です。

引取証明書については56ページを

ご覧ください。

車両検索を行い車両が特定で
きた場合は、装備確認において
確認したフロン類・エアバッグ
類の有無を入力します。

※必ず実車確認を行ってから入力して
ください。装備確認の方法については
49ページをご覧ください。

自動車メーカー等の標準装備情報に
おいてエアバッグ類装備「有」とされ
ている車両について、エアバッグ類
の装備「無」と選択した場合は、警
告ダイアログが表示されます。

「確定」ボタンをクリックします。

預託状況の表示

実車装備の入力

5554

預託確認を行う車両のフロン
類・エアバッグ類の装備の有
無を入力します。

●7

●8

資金管理システムログイン メニュー選択 車両検索 実車装備入力 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒

リサイクル料金の預託状況
と料金額を確認します。
＜すべて預託済の場合＞

●9

資金管理システムログイン メニュー選択 車両検索 実車装備入力 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒
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●a ●b ●c ●d ●e

●a ●b ●c ●d ●e

●7

●8

●d

●e

●9



引取証明書の印刷

引取証明書の発行
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・使用済自動車を引き取った時は、最終所有者に対し、使用済自動車１台ごとに引取証明書をすみやか

に交付する必要があります。

・引取証明書に記載しなければならない事項は以下のとおりですが、最終所有者がリサイクル券を保持

していた場合は、リサイクル券の［B券］に必要事項を記入して引取証明書として活用することが

可能です。
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【引取証明書をパソコンから出力する場合】

最終所有者がリサイクル券を
保持していない場合は、預託
状況の表示画面（ 54ページ
および60ページをご覧ください）
にて「引取証明書等」ボタンを
クリックしてください。

・リサイクル券の［B券］に
必要事項を記入し、切り
離して最終所有者へ交付
してください。［A券］は
引取業者が保管し、使
用済自動車をフロン類
回収業者または解体業
者に引き渡す時にあわせ
てお渡しください。

※車両とリサイクル券・引取証明
書を取り違えて渡さないよう
ご留意ください。
※フロン類（エアコン）やエアバッグ
類が後付により装備追加され、
追加装備分について引取時預
託を行った場合は、［B券］の預
託金額欄を訂正した上で最終
所有者へ交付してください。

引取証明書として印刷すべきイメージデータ（PDFファイル）が表示されます。
プリンターにA4サイズの用紙（普通紙）をセットした上で印刷してください。（印刷は「印刷」ボタンをクリックします）

●2

※この画面を表示するには、アドビ社のアクロバットリーダー（アドビリーダー）が必要です。（ 詳細は44ページをご覧ください）

●1

（4）引取証明書

記載必須事項 

・引取業者名、都道府県知事等登録番号、事業所名、所在地、電話番号 

・使用済自動車の車台番号 

・引取りを求めた者（最終所有者）の名 

・引取年月日 

・リサイクル料金の額 

［  A 券  ］  預 託 証 明 書　 （ リ サ イ ク ル 券 ）  
 

［  B 券  ］  使 用 済 自 動 車 引 取 証 明 書  
 

リ サ イ ク ル 券 番 号  
 

車  台  番  号  
 

車 　 　 名  
 

リ サ イ ク ル 券 番 号  
 （ 移 動 報 告 番 号 ）  
 

車  台  番  号  
 

車 　 　 名  
 

預 託 金 額  
 

シ ュ レ ッ ダ ー ダ ス ト 料 金  
 

エ ア バ ッ グ 類 料 金  
 

フ ロ ン 類 料 金  
 

情 報 管 理 料 金  
 

XXXX-XXXX-XXXX

△△△-XXXXXXXXX

○○○○ 
 

《 車 両 欄 》 
 

《 料 金 欄 》 
 

財 団 法 人  
 

２ ０ ０ ５ 年 １月 ８日 発行 
 

自 動 車 リ サ イ ク ル 促 進 セ ン タ ー  
 

￥ 
 
 
 

￥ 
 
 
 ￥ 

 
 
 
￥ 
 

￥ 

*****

預 託 金 額 合 計  
 ※ 本 券 （ A券 ） は 車 両 欄 記 載 の 車 台 番 号 の 車 両  

 　 に の み 有 効 で す  
 ※ 料 金 欄 で 「 *****」 と 表 示 さ れ て い る 項 目 は  

 　 リ サ イ ク ル 料 金 が 預 託 さ れ て い な い 装 備 で す 。  
 　 使 用 済 自 動 車 引 渡 時 に 装 備 が あ る 場 合 は  

 　 リ サ イ ク ル 料 金 の 追 加 預 託 が 必 要 で す 。  
 

※ 本 券 （ B券 ） は 使 用 済 自 動 車 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律 第 ９ 条 の 規 定  
 　 に よ り 、 使 用 済 自 動 車 を 引 取 っ た 際 に 同 法 第 ８ ０ 条 の 規 定 に 基 づ き  
 　 当 該 使 用 済 自 動 車 の 引 取 り を 求 め た 者 に 交 付 す る 書 面 と な り ま す 。  
 

＜ 使 用 済 自 動 車 引 渡 時 、 引 取 業 者 切 離 し ＞  
 

（消費税込み） 
 

＜ 受 領 証 （ C券 ） 利 用 時 切 離 し ＞  

 引 取 日 ： 　 　 　 　 年 　 　 　 月 　 　 　 日  
 ＜ 引 渡 者 ＞  

 
氏 名 ・ 名 称  

 

氏 名 ・ 名 称  
 

事 業 所 名 称  
 

所 在 地  
 

TEL.

印 
 

＜ 引 取 業 者 ＞  
 

登 録 番 号  
 

事 務 処 理 番 号 ：１ --１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ ＜4S＞ 
 

XXXX-XXXX-XXXX

XXXXXXX

△△△-XXXXXXXXX

○○○○ 
 

【リサイクル券を活用する場合】

●a

●1

●b
●2
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・パソコンから出力される引取証明書には、下記の2種類があります。

・引取時預託を実施することなく使用済自動車を引き取った場合の引取証明書には、資金管理料金の

受領書は含まれません（左下の（ア））。
・引取時預託を実施した場合の引取証明書には、資金管理料金の受領証が含まれています（右下の（イ））。
この場合は引取証明書に加えて資金管理料金受領証も最終所有者に渡す必要があります。

・パソコンから出力される引取証明書には、移動報告車両情報も含まれるので、使用済自動車をフロン類

回収業者または解体業者に引き渡す際にリサイクル券の代わりとしてあわせてお渡しください。
※車両とリサイクル券・引取証明書を取り違えて渡さないようご留意ください。

58

引取証明書の交付

使用済自動車引取証明書 

資金管理料金受領証 

移 動 報告車両情報  

リサイクル券番号 
（移動報告番号） 

リサイクル券番号  XXXX-XXXX-XXXX

△△△-XXXXXXXXX

○○○○ 

XXXX-XXXX-XXXX

△△△-XXXXXXXXX

○○○○ 

￥ 
（消費税込み） 

受
領
金
額 

 引取日：　　　年　　月　　日 

＜引渡者＞ 
氏名 ・ 名称 

氏 名 ・ 名 称  

事業所名称  

所 在 地  

TEL.

印 

＜引取業者＞ 

登 録 番 号  
車  台  番  号  

車 　 　 名  

車  台  番  号  

車 　 　 名  

移動報告番号  XXXX-XXXX-XXXX

△△△-XXXXXXXXX

○○○○ 

車  台  番  号  

車　 名 

備　 考 

預 託 金 額  ￥ （消費税込み） 

※本券は使用済自動車の再資源化等に関する法律第９条の規定により、使用済 
　自動車を引取った際に同法第８０条の規定に基づき当該使用済自動車の引取 
　を求めた者に交付する書面となります。 

＜ 切 り 取 り ＞  

＜ 切 り 取 り ＞  

財団法人 

２００５年 １月 ８日  発行 

自動車リサイクル促進センター 

事務処理番号：０-０００００００-００ S

使用済自動車引取証明書 

移動報告車両情報 

（ア）引取証明書 
（引取時預託を実施することなく引き取った場合） 

（イ）引取証明書 
（引取時預託を実施した場合） 

リサイクル券番号  
（移動報告番号） XXXX-XXXX-XXXX

△△△-XXXXXXXXX

○○○○ 

 引取日：　　　年　　月　　日 

＜引渡者＞ 

氏名 ・ 名称 

氏 名 ・ 名 称  

事業所名称  

所 在 地  

TEL.

印 

＜引取業者＞ 

登 録 番 号  
車  台  番  号  

車 　 　 名  

移動報告番号  XXXX-XXXX-XXXX

△△△-XXXXXXXXX

○○○○ 

車  台  番  号  

車　 名 

備　 考 

預 託 金 額  ￥ （消費税込み） 

※本券は使用済自動車の再資源化等に関する法律第９条の規定により、使用済 
　自動車を引取った際に同法第８０条の規定に基づき当該使用済自動車の引取 
　を求めた者に交付する書面となります。 

＜ 切 り 取 り ＞  

最
終
所
有
者
に
お
渡
し 

い
た
だ
く
部
分
で
す
。 

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
ま
た
は
解
体
業
者
に 

お
渡
し
い
た
だ
く
部
分
で
す
。 

第4章　使用済自動車引取時の具体的な実務

３．使用済自動車引取時の具体的実務（リサイクル料金未預託の場合）
［継続検査時に金融機関口座引落しを利用する場合］

（1）使用済自動車引取時の実務の流れ

①装備確認 
　（実車にて実施） 
 

・実車を見て、フロン類（エアコン）・エアバッグ類の装備の有無を確認
します。 

③リサイクル料金 
　の収納 
 

・リサイクル料金については後日金融機関口座から引き落とされます。 

②預託確認・預託申請 
　（パソコン等にて実施） 

・車検証等を参照しながら、車台番号等を入力して引き取る車両を検索します。 
・①で装備確認した装備状況を入力し、リサイクル料金が未預託である
ことと、預託が必要な金額を確認します。 
・リサイクル料金を金融機関口座引落しを利用して預託する旨申請します。 
 

・フロン類の種別（フロン類（エアコン）装備ありの場合）、最終所有者名を
入力し、引取報告を実施します。 

④引取報告 
　（パソコン等にて実施） 

（　 詳細は49ページをご覧ください） 

 

（　 詳細は60ページをご覧ください） 

 

（　 詳細は55ページをご覧ください） 

 

⑤引取証明書の交付 
（リサイクル券等の活用） 

〈リサイクル券がある場合〉 
・リサイクル券の［B券］に必要事項を記入し、切り離して最終所有者に渡します。 

（［A券］は使用済自動車とともに引き取ります） 

〈リサイクル券がない場合〉 
・②の預託確認の画面上で引取証明書の様式を印刷する機能がありますので、

これを印刷の上必要事項を記入し、最終所有者に渡します。 
（　 詳細は57ページをご覧ください） 

 

●c
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第4章　使用済自動車引取時の具体的な実務

-1預託状況の表示

すべてのリサイクル
料金が未預託

-2預託状況の表示
後付装備されたフロン類・
エアバッグ類のリサイクル
料金が未預託

・引取業者が使用済自動車を引き取る際は、フロン類（エアコン）・エアバッグ類の装備確認を実車にて

行い、その結果に基づき、パソコン等による預託確認を行う必要があります。

・フロン類（エアコン）・エアバッグ類の装備確認方法は、リサイクル料金が預託済の使用済自動車を

引き取る際と同様です。（ 49ページをご覧ください）

・実車の装備確認において確認したフロン類（エアコン）とエアバッグ類の装備の有無をパソコンの

画面上に入力することで、リサイクル料金が預託されているか否かの確認を行います。

・パソコン画面上の預託確認の流れは、以下のようになり、 から　 までの操作手順は、リサイクル

料金が預託済の場合とまったく同じです。（ 52ページをご覧ください）

・ 預託状況表示において、その使用済自動車のリサイクル料金が未預託であることが判明します。

リサイクル料金が未預託な自動車は、「 -１：すべてのリサイクル料金が未預託な場合」または

「 -２：後付装備されたフロン類・エアバッグ類のリサイクル料金が未預託な場合」の画面のどちらかが

表示され、預託が必要な金額が確認できます。

（2）装備確認の実施

（3）パソコン画面上での預託確認

●a

●e
●e

●e

●d

当該車両のリサイクル料金がすべて
未預託だった場合は、引取りまでに
預託が必要な金額が「預託必要金
額」欄に表示されます。

預託が必要な金額を確認して、
「預託申請画面へ」ボタンを
クリックします。

預託申請については62ページをご覧ください。

リサイクル料金の預託状況と預
託が必要な金額を確認します。
＜すべて未預託の場合＞

資金管理システムログイン メニュー選択 車両検索 実車装備入力 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒

当該車両にリサイクル料金が未預託
の後付装備されたフロン類（エアコン）
やエアバッグ類があった場合は、引取り
までに預託が必要な金額が「預託必
要金額」欄に表示されます。

（右の例ではフロン類料金）
最終所有者の方に未預託のリサイクル
料金を預託していただく際には、
さらに、資金管理料金もお支払い
いただくことが必要です。

預託が必要な金額を確認して、
「預託申請画面へ」ボタンを
クリックします。

預託申請については62ページをご覧ください。

リサイクル料金の預託状況と預託が
必要な金額を確認します。
＜未預託の後付装備があった場合＞

●1

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
● a ● b ● c ● d ● e
資金管理システムログイン メニュー選択 車両検索 実車装備入力 預託状況表示 

●1

●a ●b ●c ●d ●e

資金管理システムログイン メニュー選択 車両検索 実車装備入力 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒
●a ●b ●c ●d ●e

（ ）

（ ）

●1

●e
●1

●e
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預託申請の受理

預託申請の確認

・リサイクル料金を預託する旨を申請してください。

・預託申請を行うと、受理された申請内容の確認画面となり、引落し予定日が表示されます。

（4）預託申請

引取時預託が必要な車両について、

預託状況表示画面で「預託申請

画面へ」ボタンをクリックすると、

金融機関口座情報等の確認画面

が表示されます。

口座情報等を確認の上、「申請」

ボタンをクリックすると下記ダイア

ログが表示されます。

「OK」ボタンをクリックすると預託

申請が行われます。

※預託申請が受理されると直ちに
預託済みとなります。預託済みと
なりましたら、申請取消しは行えま
せんので、申請車両の間違いには
十分注意してください。

金融機関口座引落し方式での
預託申請を行います。

預託状況表示 預託申請 預託申請受理⇒ ⇒
預託申請が受理されると口座引落し
予定日が表示されます。
口座の残高が十分なことを口座
引落し予定日の前日までにご確認
ください。

預託申請が受理され、預託済
みとなっておりますので、その
まま引取報告を行うために
「預託確認」ボタンをクリック
してください。リサイクル料金
預託済みの場合の「 預託状
況の表示」画面（54ページ）が
表示されます。以降の実務は
リサイクル料金預託済みの場合
と同様です。

※リサイクル料金収納については、
後日金融機関口座から引き落しされ
ます。（ 金融機関口座振替方式に
ついては23ページをご覧ください）

預託申請が受理されたこと
を確認します。

●3

●a ●b ●c

預託状況表示 預託申請 預託申請受理⇒ ⇒
●a ●b ●c

●1

●2

●2

●1

●3

●b

●c

第4章　使用済自動車引取時の具体的な実務

●e



6564

第4章　使用済自動車引取時の具体的な実務

-1預託状況の表示

すべてのリサイクル
料金が未預託

・引取業者が使用済自動車を引き取る際は、フロン類（エアコン）・エアバッグ類の装備確認を実車にて

行い、その結果に基づき、パソコン等による預託確認を行う必要があります。

・フロン類（エアコン）・エアバッグ類の装備確認方法は、リサイクル料金が預託済の使用済自動車を

引き取る際と同様です。（ 49ページをご覧ください）

・実車の装備確認において確認したフロン類（エアコン）とエアバッグ類の装備の有無をパソコンの

画面上に入力することで、リサイクル料金が預託されているか否かの確認を行います。

・パソコン画面上の預託確認の流れは、以下のようになり、 から　 までの操作手順は、リサイクル

料金が預託済の場合とまったく同じです。（ 52ページをご覧ください）

・ 預託状況表示において、その使用済自動車のリサイクル料金が未預託であることが判明します。

リサイクル料金が未預託な自動車は、「 -１：すべてのリサイクル料金が未預託な場合」または

「 -２：後付装備されたフロン類・エアバッグ類のリサイクル料金が未預託な場合」の画面のどちらかが

表示され、預託が必要な金額が確認できます。

（2）装備確認の実施

（3）パソコン画面上での預託確認

●a

●e
●e

●e

●d

当該車両のリサイクル料金がすべて
未預託だった場合は、引取りまでに
預託が必要な金額が「預託必要金
額」欄に表示されます。

収納方法を選択して、「預託申請
画面へ」ボタンをクリックします。

預託申請については62ページをご覧ください。

収納方法は、郵便局口座振替方式、
スマートピットカード（SPC）利用方式、
セブン-イレブン利用方式の中から選択
可能です。

各収納方法の特徴については30ページ
をご覧ください

※SPC利用方式で収納する場合は、SPC
番号の選択が必要です。選択の際は、
各引取業者に配布されたSPC番号が
一覧で表示されます。

リサイクル料金の預託状況と預
託が必要な金額を確認します。
＜すべて未預託の場合＞

資金管理システムログイン メニュー選択 車両検索 実車装備入力 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
● a ● b ● c ● d ● e
資金管理システムログイン メニュー選択 車両検索 実車装備入力 預託状況表示 

●1

●1

●a ●b ●c ●d ●e

（ ）

●1

●e

４．使用済自動車引取時の具体的実務（リサイクル料金未預託の場合）
［継続検査時に運輸支局等内または近傍の団体での預託または郵便局・コンビニエンスストアを利用する場合］

（1）使用済自動車引取時の実務の流れ

①装備確認 
　（実車にて実施） 
 

・実車を見て、フロン類（エアコン）・エアバッグ類の装備の有無を確認
します。 

③リサイクル料金 
　の収納 
 

・郵便局またはコンビニエンスストアを利用して、リサイクル料金を収納
します。 

②預託確認・預託申請 
　（パソコン等にて実施） 

・車検証等を参照しながら、車台番号等を入力して引き取る車両を検索します。 
・①で装備確認した装備状況を入力し、リサイクル料金が未預託である
ことと、預託が必要な金額を確認します。 
・リサイクル料金の収納方法を選択し、預託する旨を申請します。 
 

・リサイクル料金を収納した後、預託済になっていることを確認
します。 

④預託状況の再確認 
　（パソコン等にて実施） 

・フロン類の種別（フロン類（エアコン）装備ありの場合）、最終所有者名を
入力し、引取報告を実施します。 

⑤引取報告 
　（パソコン等にて実施） 

（　 詳細は49ページをご覧ください） 

 

（　 詳細は60ページをご覧ください） 

 

（　 詳細は30ページをご覧ください） 

 

（　 詳細は72ページをご覧ください） 

 

（　 詳細は55ページをご覧ください） 

 

⑥引取証明書の交付 
（リサイクル券等の活用） 

〈リサイクル券がある場合〉 
・リサイクル券の［B券］に必要事項を記入し、切り離して最終所有者に渡します。 

（［A券］は使用済自動車とともに引き取ります） 

〈リサイクル券がない場合〉 
・②の預託確認の画面上で引取証明書の様式を印刷する機能がありますので、

これを印刷の上必要事項を記入し、最終所有者に渡します。 

（　 詳細は57ページをご覧ください） 
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・選択した収納方法でリサイクル料金を預託する旨を申請してください。

・預託申請を行うと、受理された申請内容の確認画面となり、郵便局口座振替方式の場合は口座振替

予定日や口座情報、スマートピットカード（SPC）利用方式の場合はSPC番号、セブン-イレブン利用方式

の場合は払込依頼票番号が表示されます。
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第4章　使用済自動車引取時の具体的な実務

（4）預託申請

引取時預託が必要な車両について、

預託状況表示画面で収納方法として

郵便局を選択し、「預託申請画面へ」

（ 収納方法の選択については

60ページをご覧ください）ボタンを

クリックすると、郵便局口座情報等

の確認画面が表示されます。

口座情報等を確認の上、「申請」

ボタンをクリックすると下記ダイア

ログが表示されます。

「OK」ボタンをクリックすると預託

申請が行われます。

郵便局口座振替方式を収納方
法として選択した場合の預託
申請を行います。

預託状況表示 預託申請 預託申請受理⇒ ⇒

①預託申請（郵便局口座振替方式の場合）

●a ●b ●c

●1

●2

●2

●1

●b

-2預託状況の表示
後付装備されたフロン類・
エアバッグ類のリサイクル
料金が未預託

当該車両にリサイクル料金が未預託
の後付装備されたフロン類（エアコン）
やエアバッグ類があった場合は、引取り
までに預託が必要な金額が「預託必
要金額」欄に表示されます。

（右の例ではフロン類料金）
最終所有者の方に未預託のリサイクル
料金を預託していただく際には、
さらに、資金管理料金もお支払い
いただくことが必要です。

収納方法を選択して、「預託申請
画面へ」ボタンをクリックします。

預託申請については62ページをご覧ください。

収納方法は、郵便局口座振替方式、
SPC 利用方式、セブン-イレブン
利用方式、の中から選択可能です。

各収納方法の特徴については30ページ
をご覧ください

※SPC利用方式で収納する場合は、SPC
番号の選択が必要です。選択の際は、
各引取業者に配布されたSPC番号が
一覧で表示されます。

リサイクル料金の預託状況と預託が
必要な金額を確認します。
＜未預託の後付装備があった場合＞

●1

●1

資金管理システムログイン メニュー選択 車両検索 実車装備入力 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒
●a ●b ●c ●d ●e

（ ）

●1

●e
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③預託申請（セブン-イレブン利用方式の場合）

引取時預託が必要な車両について、
預託状況表示画面で収納方法として
セブン-イレブンを選択し、「預託申請
画面へ」（ 収納方法の選択については

60ページをご覧ください）ボタンをクリック
すると、右の確認画面が表示され
ます。

「申請」ボタンをクリックすると
下記ダイアログが表示されます。

「OK」ボタンをクリックすると預託
申請が行われます。

セブン-イレブン利用方式を
収納方法として選択した場合
の預託申請を行います。

●1

預託状況表示 預託申請 預託申請受理 払込依頼票印刷⇒ ⇒ ⇒
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預託申請が受理されると右の画面
が表示されます。
料金は、預託申請受理後15日
以内にお支払ください。
コンビニエンスストアでの支払い後、
30分以内に預託済となり、引取報告
が可能になります。

※預託申請した車両が預託済みになっ
たか否かは、業務メニューの「1.3引取
車両情報一覧」から確認することが
できます。

引取車両情報一覧については72ページ

をご覧ください。

預託申請が受理されたことを
確認します。

第4章　使用済自動車引取時の具体的な実務

預託状況表示 預託申請 預託申請受理⇒ ⇒
●a ●b ●c

●a ●b ●c ●d

●1

●2

●2

預託申請の受理●c

預託申請の確認●b

預託申請の受理

引取時預託が必要な車両について、
預託状況表示画面で収納方法として
SPCを選択し、「預託申請画面へ」
（ 収納方法の選択については60
ページをご覧ください）ボタンを
クリックすると、SPC番号等の確認
画面が表示されます。

SPC番号を確認の上、「申請」

ボタンをクリックすると下記

ダイアログが表示されます。

「OK」ボタンをクリックすると

預託申請が行われます。

SPC利用方式を収納方法とし
て選択した場合の預託申請を
行います。

●1

②預託申請（スマートピットカード（SPC）利用方式の場合）

預託申請の確認●b

預託申請が受理されると口座
振替予定日が表示されます。
口座の残高が十分なことを口座
振替予定日の前日までにご確認
ください。
預託申請日から３営業日後に
口座振替が行われ、その翌日に
預託済となり、引取報告が可能
になります。

※15時以降に預託申請した場合は、
翌営業日の扱いになります。

※預託申請した車両が預託済になった
か否かは、業務メニューの「1.3引取
車両情報一覧」から確認することが
できます。

引取車両情報一覧については72ページ

をご覧ください。

預託申請が受理されたこと
を確認します。

●3

預託状況表示 預託申請 預託申請受理⇒ ⇒
●a ●b ●c

預託状況表示 預託申請 預託申請受理⇒ ⇒
●a ●b ●c

●3

●1

●2

●2

●c
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セブン-イレブン
払込依頼票の印刷

預託申請が受理されると右の画
面が表示され、「セブン-イレブン払込
依頼票」の印刷が可能になります。

払込依頼票を印刷するために、
「払込依頼票」ボタンをクリック
します。（ へ）
料金は、預託申請受理後
15日以内にお支払ください。
セブン-イレブンでの支払い後
30 分以内に預託済となり、
引取報告が可能になります。

※預託申請した車両が預託済になった
か否かは業務メニューの「1.3引取
車両情報一覧」から確認することが
できます。

引取車両情報一覧については72ページ

をご覧ください。

預託申請が受理されたこと
を確認します。

●3

預託申請の受理画面で「払込
依頼票」ボタンをクリックすると、
払込票として印刷すべきイメージ
データ（PDFファイル）が表示され
ます。
プリンターにA４サイズの用紙
（普通紙）をセットした上で印刷して
ください。（印刷は、「印刷」ボタンを
クリックします）

セブン-イレブンの払込依頼票を
印刷します。

●d

※この画面を表示するには、アドビ社のアクロバットリーダー（アドビリーダー）が必要です。
（ 詳細は44ページをご覧ください）

預託状況表示 預託申請 預託申請受理 払込依頼票印刷⇒ ⇒ ⇒
●a ●b ●c ●d

預託状況表示 預託申請 預託申請受理 払込依頼票印刷⇒ ⇒ ⇒
●a ●b ●c ●d

●4

●3

●4

預託申請の受理●c

●d

第4章　使用済自動車引取時の具体的な実務

・選択した郵便局口座振替方式またはコンビニエンスストア方式（SPC利用・セブン-イレブン利用）により、

リサイクル料金を収納します。（郵便局口座振替方式、コンビニエンスストア方式については30ページをご覧ください）

・郵便局口座振替方式の場合は、預託申請日から３営業日後に口座振替が行われ、その翌日に預託済み

となり、引取報告が可能になります。なお、15時以降に預託申請した場合は、翌営業日の扱いに

なりますのでご注意ください。

・コンビニエンスストア方式（SPC利用・セブン-イレブン利用）の場合は、コンビニエンスストアで

の支払い後、概ね30分程度で預託済みとなり、引取報告が可能になります。

（5）リサイクル料金の収納

メニュー選択

・リサイクル料金を収納した後は、預託状況を再確認し、「預託済」になっていることを確認する必要があります。

・パソコン画面上で預託状況を再確認する流れは以下のようになります。

・預託状況の再確認は、過去に預託申請した車両の一覧（引取車両情報一覧）から車両を検索しますので、

車台番号等の再入力は不要です。また、フロン類・エアバッグ類の装備情報についても、預託確認

で入力された装備情報が表示されるため再入力は不要です。

（6）預託状況の再確認

過去に預託申請した車両の一覧

を表示するには、業務メニュー

の中から、「1.3引取車両情報

一覧」を選択してクリックします。

引取車両情報一覧から車両の

検索を行うメニューを選択します。

●1

資金管理システムログイン メニュー選択 引取車両情報一覧からの車両検索 実車装備再確認 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
● a ● b ● c ● d ● e
資金管理システムログイン メニュー選択 引取車両情報一覧からの車両検索 実車装備再確認 預託状況表示 

●a ●b ●c ●d ●e●b

●1
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預託申請中の車両は、預託状況欄

に「申請中」と表示され、「収納関連

情報」欄に収納に関する以下の

情報が表示されます。

預託申請した車両が預託済にな

ると、「預託状況」欄が「預託

済」となります。

預託済となった車両の「車台

番号」をクリックして、再度

預託確認を実施してください。

（ へ）

過去に預託申請した車両の一
覧を確認します。

●2●2

郵便局 

SPC 

セブン-イレブン 

振替予定日 

SPC番号 

払込依頼票番号 

●d

資金管理システムログイン メニュー選択 引取車両情報一覧からの車両検索 実車装備再確認 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒
●a ●b ●c ●d ●e引取車両情報一覧からの

車両検索
●c

●2

装備情報等を確認の上、「確定」
ボタンをクリックします。

預託申請した車両の実車装備
情報を再確認します。

●3

資金管理システムログイン メニュー選択 引取車両情報一覧からの車両検索 実車装備再確認 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒
●a ●b ●c ●d ●e車両実車装備情報の

再確認
●d

●3

預託された金額（資金管理料金は
表示されません）が表示されます。
以降はリサイクル料金預託済の
使用済自動車を引き取る際とまったく
同様の実務になります。

「引取報告へ」ボタンをクリックし、
電子マニフェストの引取報告を
行います。

引取報告については55ページをご覧

ください。

※最終所有者がリサイクル券を保持して
いない場合は、「引取証明書等」
ボタンをクリックし、引取証明書の
様式を印刷することが可能です。

引取証明書については56ページをご覧

ください。

リサイクル料金の預託状況
と料金額を確認します。

●4

資金管理システムログイン メニュー選択 引取車両情報一覧からの車両検索 実車装備再確認 預託状況表示⇒ ⇒ ⇒ ⇒
●a ●b ●c ●d ●e預託状況の表示●e

●4

第4章　使用済自動車引取時の具体的な実務


